
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ）外部は端部が備えられている端部領域を除き酸化亜鉛半導体である非線形抵抗装置
の本体を提供する段階と、
（ｂ）リン酸を本体と反応させて、露出している酸化亜鉛半導体上にこの端部は被覆され
ずに、電気的に絶縁性のリン酸亜鉛コーティングを形成する段階と、
（ｃ）導電性金属で端部をめっきするため本体をバレルめっきする段階とよりなり、
リン酸亜鉛は導電性ではないので、導電性金属はバレルめっき中に本体のリン酸亜鉛コー
ティングされた部分上には形成されない非線形抵抗装置の製造方法。
【請求項２】
端部は、銀、銀－白金及び銀－パラジウムからなる群から選択された金属の層よりなる請
求項１記載の方法。
【請求項３】
本体はモルパーセントで９４－９８％の酸化亜鉛と、酸化ビスマス、酸化コバルト、酸化
マグネシウム、酸化ニッケル、酸化アンチモン、酸化ホウ素、酸化クロム、酸化ケイ素お
よび硝酸アルミニウムからなる添加剤の群から選択された１又はそれ以上の２－６％の添
加剤を含む請求項１又は２記載の方法。
【請求項４】
リン酸を反応させる段階は、リン酸中に本体を浸漬する段階よりなり、本体を浸漬する段
階は７０－８０℃で２５－３５分間オルトリン酸溶液中に本体を浸漬する段階よりなる請
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求項１乃至３のうちいずれか１項記載の方法。
【請求項５】
導電性金属はニッケル及びスズ－鉛のうち少なくとも一を含み、本体はバリスタである請
求項１乃至４のうちいずれか１項記載の方法。
【請求項６】
無機電気的絶縁層と露出した半導体表面を有する半導体装置と導電性金属端部を含む請求
項１乃至５のうちいずれか一項記載の半導体装置の製造方法であって
（ａ）半導体装置をリン酸溶液にさらして、端部上でなく、露出した半導体表面上にリン
酸塩コーティングを形成する段階と、
（ｂ）半導体装置が帯電され、めっき溶液に浸漬されるという処理で導電性金属めっきで
半導体装置をバレルめっきする段階とよりなり、リン酸塩コーティングは導電性でないの
で、めっきはリン酸塩コーティング上でなく、端部上に形成される 方法
。
【請求項７】
露出している半導体表面は酸化亜鉛及び酸化鉄のいずれか一方よりなる請求項６項記載の
方法。
【請求項８】
リン酸溶液はオルトリン酸及び脱イオン水よりなる請求項６又は７記載の方法。
【請求項９】
請求項６乃至８のうちいずれか１項記載の方法により製造された非線形抵抗素子。
【請求項１０】
（ａ）酸化亜鉛層の露出表面により分離される２つの外部導電性金属端部のうち少なくと
も一と接触する電極を中間に備えた複数の酸化亜鉛層を有するコーティングされていない
バリスタを提供する段階と、
（ｂ）コーティングされていないバリスタを７０℃から８０℃で２５から３５分間リン酸
溶液中に浸漬し、酸化亜鉛層の露出表面上に端部を除いて電気絶縁性リン酸亜鉛コーティ
ングを形成する段階と、
（ｃ）コーティングされたバリスタをバレルめっき法で処理する段階とよりなり、このバ
レルめっき法ではバリスタは帯電し、導電性めっき物質はバリスタの帯電部分に付着し、
端部はめっきされるが、リン酸亜鉛コーティングはめっきされないバリスタの電気絶縁性
コーティング方法。
【請求項１１】
積層された酸化亜鉛半導体層を有するバリスタにより構成される本体と、
前記層の各対間にあり各々は電気的接続のために露出した接触部を有するプレーナー電極
と、
各々は前記接触部の少なくとも一に接触するための前記本体の端部である間隔をおいた複
数の導電性金属端部と、
前記端部間の前記本体を被覆する電気的絶縁性のリン酸亜鉛コーティングと、　前記端部
を被覆する金属めっきとよりなり、本体はモルパーセントで９４－９８％の酸化亜鉛と、
酸化ビスマス、酸化コバルト、酸化マグネシウム、酸化ニッケル、酸化アンチモン、酸化
ホウ素、酸化クロム、酸化ケイ素および硝酸アルミニウムからなる添加剤の群から選択さ
れた１又はそれ以上の２－６％の添加剤を含む非線形抵抗素子。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はバリスタのような非線形抵抗装置に係り、特に装置の電気接触端部のみがめっき
されるバレルめっき技術を用いたこのような装置の製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
非線形抵抗装置は米国特許第５、１１５、２２１号の明細書に記載されている。
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図１は、半導体物質の複数の層１２及び隣接する層間の導電性電極１４を含む典型的な装
置１０を示す。各々の電極１４の一部は端部領域において露出しており、これによって電
気的接触がなされる。対向する端部領域の一方又は双方において露出されてよく、典型的
には図示のように交互端部領域１６において露出される。電極１４の露出部分は端部領域
１６を被覆する導電性端子１８により接触される。
【０００３】
このような装置の明らかに単純な構造はこれらの製造の複雑さと矛盾する。例えば、端部
１８の取り付けは、解決を模索している問題であることを示してきている。端部領域は、
半田接着性を増大し半田浸出を減少するためニッケル及びスズ－鉛金属によりめっきされ
る。端子１８を取り付ける１の方法は、装置全体をめっき溶液に浸漬する従来のバレルめ
っき法を使用することである。しかしながら、積層されている層は酸化亜鉛のような半導
体物質であり、これはめっき工程中では電導性であるので、めっきは装置の表面全体に付
着する。それ故、図１に示されるような分離した端部を提供するために、めっき部分は浸
漬後に除去されるか、浸漬前にめっき溶液に不溶な有機物質からなる仮めっきレジストで
被覆されなければならない。しかしながら、めっき又は有機めっきレジストの除去は製造
工程における余分な工程であり、製造工程を複雑化させる毒物の使用を含んでもよい。
【０００４】
端部端子１８を形成する金属は装置上に溶射され、装置表面の他の部分はマスクされると
いうことが示唆されている。米国特許第４、３１６、１７１号に記載されているように、
溶射は速度が遅く、特別なマスクの製作を必要とし、これにより追加工程が必要になると
いう理由で、多くの製造方法にとって適したものではない。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の一の目的は従来技術の問題を除去する方法及び装置を提供するものであり、これ
によれば、装置がバレルめっきされる前に電気絶縁性の無機層が装置の一部に形成される
。　本発明の他の目的は、リン酸が積層された酸化亜鉛半導体層の露出表面と反応してリ
ン酸亜鉛コーティングを形成し、端部が形成された時リン酸亜鉛コーティングは装置のめ
っきされていない部分を保護する方法及び装置を提供することである。
【０００６】
更に、本発明の他の目的は、半導体物質の層の本体と隣接する層間の電極とを有する非線
形抵抗装置を提供するものであり、この非線形抵抗装置の本体は、電極が端部端子への接
続のために露出している本体の端部領域を除き、電気的に絶縁性の無機層で覆われており
、コーティングされた本体は導電性金属でめっきされ、端部端子を形成し、このめっき方
法では本体が導電性になり、無機層は導電性でないので、導電性金属は本体のコーティン
グされた部分をめっきしない。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明は非線形抵抗装置を製造する方法を含み、この方法は、
（ａ）外部は端部が備えられている端部領域を除き酸化亜鉛半導体である非線形抵抗装置
の本体を提供する段階と、
（ｂ）リン酸を本体と反応させて、露出している酸化亜鉛半導体上にこの端部は被覆され
ずに、電気的に絶縁性のリン酸亜鉛コーティングを形成する段階と、
（ｃ）導電性金属で端部をめっきするため本体をバレルめっきする段階とよりなり、
リン酸亜鉛は導電性ではないので、導電性金属はバレルめっき中に本体のリン酸亜鉛コー
ティングされた部分上には形成されない。
【０００８】
本発明はまたバリスタ用の電気的接続のコーティング方法を含み、この方法は、
（ａ）酸化亜鉛層の露出表面により分離される２つの外部導電性金属端部のうち少なくと
も一と接触する電極を中間に備えた複数の酸化亜鉛層を有するコーティングされていない
バリスタを提供する段階と、
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（ｂ）コーティングされていないバリスタを７０℃から８０℃で２５から３５分間リン酸
溶液中に浸漬し、酸化亜鉛層の露出表面上に端部を除いて電気絶縁性リン酸亜鉛コーティ
ングを形成する段階と、
（ｃ）コーティングされたバリスタをバレルめっき法で処理する段階とよりなり、このバ
レルめっき法ではバリスタは帯電し、導電性めっき物質はバリスタの帯電部分に付着し、
端部はめっきされるが、リン酸亜鉛コーティングはめっきされない。
【０００９】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。
図２は、積層された酸化亜鉛半導体層２４と隣接する複数対の層２４間のプレーナー電極
２６とを有する本体２２を含む非線形抵抗素子２０の実施の形態を示す。各電極２６は、
本体２２の端部領域３２を被覆し、電極２６に接触する導電性金属（好ましくは、銀、銀
－白金又は銀－パラジウム）の端部３０と電気的に接続されるために露出された接触部２
８を有している。端部３０で覆われない本体２２の部分は電気的に絶縁性のリン酸亜鉛層
３４で被覆されている。端部３０は、抵抗素子２０のための電気的接触端部を形成する導
電性金属の層３６でめっきされる。実施例として、酸化亜鉛層２４はモルパーセントで９
４－９８％の酸化亜鉛と、酸化ビスマス、酸化コバルト、酸化マグネシウム、酸化ニッケ
ル、酸化アンチモン、酸化ホウ素、酸化クロム、酸化ケイ素および硝酸アルミニウム又は
他の均等物のうちの１又はそれ以上の２－６％の添加剤という組成を有する。
【００１０】
本体２２及び端部３０は従来の方法で提供される。リン酸亜鉛層３４は、リン酸を、本体
２２の外部に露出する酸化亜鉛半導体層と反応させることにより形成される。反応は７０
℃から８０℃で２５－３５分間行われる。例として、１部のオルトリン酸（８５重量％）
を５０部の脱イオン水に加える。溶液は７５℃に加熱され、攪拌される。付着される端部
３０を備えた本体２２はアセトンで洗浄され、１００℃で１０分間乾燥される。洗浄され
た装置は７５℃で３０分間リン酸溶液に浸され、層３４が提供される。層３４が付着され
た後、本体は熱脱イオン水で洗浄され、約１００℃で約１５分間乾燥される。端部３０中
の銀又は銀－白金はリン酸の影響を受けないので、層３４は端部３０に付着しない。リン
酸溶液は浸漬の代りに散布する洗浄された装置により適用されてもよい。
【００１１】
リン酸亜鉛層が適用された後、装置はニッケル及びスズ－鉛のような導電性の金属により
バレルめっきされ、層３６が提供される。めっき溶液のｐＨは約４．０－６．０の間に保
持されることが好ましいが、従来のバレルめっき法が使用されてもよい。バレルめっき法
において、装置は導電性にされ、めっき物質は装置の帯電部分に付着する。リン酸亜鉛は
導電性ではないので、層３６の金属めっきはバレルめっき中、リン酸亜鉛層３４をめっき
しない。
【００１２】
リン酸亜鉛層３４は電気的に絶縁性であり、追加の保護層を提供するため最終製品に残る
。層３４は装置のＩ－Ｖ特性に影響しない。
他の実施形態において、リン酸塩層は、リン酸と装置中の金属酸化物半導体との反応によ
り形成される無機酸化物層でもよい。例えば、半導体は酸化亜鉛でなく、フェライト等の
酸化鉄でもよい。
【００１３】
選択可能な他の実施例において、上述の方法は他の種類の電子装置の製造に用いられても
よい。例えば、高エネルギーディスクバリスタはその側部にガラス又はポリマーの絶縁層
を有する。図３において、ディスクバリスタ４０は、ガラス又はポリマーの代りに、上述
の方法で形成されたリン酸塩の絶縁層４２を有してもよい。本発明は図４に示される表装
装置、放射状部品、配列、接続ピン、円盤状構造物等のような他のバリスタ製品に適用可
能である。
【００１４】
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本発明は、無機電気絶縁層、露出した半導体表面を有する装置及び導電性金属の端部を備
えた半導体装置を提供する。この装置はリン酸と反応し、金属端部上でなく、半導体の露
出した表面上にリン酸塩を形成する。その後バレルが従来の電気バレルめっき法でめっき
され、めっきが端部上にのみ提供される。
尚、本発明は上述の実施例に限定されるものではなく、その主旨を逸脱しない範囲におい
て適宜変更を加えることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来技術で典型的なバリスタを示す図である。
【図２】本発明の装置の実施例の縦断面図である。
【図３】本発明の絶縁層を備えた高エネルギーディスクバリスタの図である。
【図４】本発明の絶縁層を備えた表装型装置の図である。
【符号の説明】
２０　非線形抵抗素子
２４　酸化亜鉛半導体層
２８　連結部
３０　端部
３２　端部領域
３４　リン酸亜鉛層
４０　ディスクバリスタ
４２　絶縁層
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【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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